
通知カードと個人番号カード 

                              

                              大田区 戸籍住民課 
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通知カードとは 

• 平成２７年１０月中旬以降、日本国内の
全住民に通知される１２ケタの番号を通
知するもの 

• 紙製のカードで、氏名・住所・生年月日・
性別・マイナンバー（個人番号）が記載 

• 住民票の住所で世帯主宛に簡易書留で
郵送 

  転送は不可 
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通知カード+個人番号カード交付申請書兼電子証明発行申請書+音声コード台紙 
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個人番号カードとは 

• マイナンバー（個人番号）が記載された
顔写真付のカード 

• プラスチック製のＩＣチップ付きカード 

• 表面に氏名・住所・生年月日・性別・本
人の顔写真が記載 

• 裏面に氏名・生年月日・マイナンバーが
記載、ＩＣチップ搭載 
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個人番号カード 
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個人番号カードのメリット 

• 顔写真が印刷されるため身分証明
書として利用できる 

• ＩＣチップに記録される電子証明書を
用いてｅ－Ｔａｘなどの電子申請がで
きる 

• 住民票の写し、印鑑登録証明書をコ
ンビニで取得できるよう準備中 
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個人番号カードの申請 
①通知カードと申請書が届く 

②申請書を郵送で提出またはスマー
トフォンでオンライン申請 

③1月以降交付通知書が自宅に届く 

④インターネットまたは電話で交付場
所を選択 

⑤受け取りは区役所または１８特別
出張所 手数料は無料 
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マイナンバーの詳細は 
• 内閣官房マイナンバーコールセンター 

    0570-20-0178 
         平日午前9時30分～午後10時 

           土日午前9時30分～午後5時30分 

• 大田区マイナンバーコールセンター 

   0570-03-3370  
            平日午前9時～午後7時 

            土日午前9時～午後5時 
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